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私立大学の校数、学生数、教員数から見た環境

①校数（国公立全体７７９校）

国立８６校、公立８９校、私立６０４校（私立割合77.5%）
②学生数（国公立全体２８５万人）

国立６１万、公立１４万、私立２１０万（私立割合73.6%）
③教員数（国公立全体18.2万人）
国立6.4万、公立1.3万、私立10.5万（私立割合57.6%）

全国大学の校数および学生数の約75%、および教員数の約60%は私立大学

圧倒的に少ない教員数
圧倒的に少ないドクター数・ポスドク数
圧倒的に多い学部生数
圧倒的に多い教育負荷

しかし、、、国立と比し一大学当たりで見ると
高度・効果的な研究支援の提供

①研究者一人あたりの
研究成果創出を促進

②研究者の成功体験の創出

このことが重要！！

平成27年度・文部科学省「学校基本調査」より



私立大学だからこそ求められるURAのミッション
①学費依存体質からの脱却（研究者への意識改革を促す）

⇒学費は学生に還元し、研究費は研究者自らが獲得

②人的研究支援環境の充実（幅広い専門性の発揮）

⇒水平分業型支援から垂直統合型支援へ

③研究高度化戦略への寄与（戦略から戦略を繋ぐ“新・繋士”）

⇒研究戦略を大学の経営戦略に深くコミット

××××

つまり、「士業」クラスとしての地位・位置付けの確立が重要

CD最盛期からの積年の
課題。これが難しい、、、

※「士業」とは、専門資格職業の俗称



立命館大学が新たに制度として導入した高度専門職スタッフ

初級（実務経験５年未満） 中級（5年～10年） 上級・シニア（10年以上）

（１）研究戦略推進支援業務

TP（任期制専門職） URA（任期制高度専門職）（２）プレアワード業務

（３）ポストアワード業務

（４）知的財産関連業務 特定業務専門職員（無期雇用高度専門職）

※既存職種であるTP（ﾃｸﾉﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｻｰ）とURA、特定業務専門職員それぞれの職務範囲を切り分け

１．URA（2015年度から常任理事会で導入決定／任期制高度専門職)
①修士以上、事務職員系列（上司は課長）、任期は今のところ5年（10年にしたい）
②実務経験5年以上必須、呼称はURAまたはシニアURA
③給与水準は、年収900万程度を上限
④人文社会科学系研究分野支援にも積極的に導入（したい）

２．特定業務専門職員（2015年度から常任理事会で導入決定／無期雇用高度専門職）
①知的財産管理技能士資格保有者（2級以上）、事務職員系列（上司は課長）
②雇用期間の定めなし、人事異動なし、管理職への昇任なし
③給与水準は、年収600万程度を上限
④評価手当有り、個人研修費有り

※共通して、業績評価と労務管理が重要
⇒課長のﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ力量の向上に寄与



Academic

Non-Academic

Pre Award Post Award

市場動向の分析

研究広報

予算執行管理

調達・購買

研究者情報の把握

学内シーズの探索

企業・官公庁
ネットワークの構築

契約交渉・
法務対応

特許出願・知財管理

技術移転・
ライセンス活動

研究成果の導出

イベントロジ担

申請書作成支援

外部資金情報の
収集

研究実施体制の構築

機関内手続き

研究ＰＪの企画

事業化シナリオの
策定と実施

マーケティング

成果報告書作成

立命館大学が考えるURA業務のマッピング

ビジネスモデル構築

進捗管理

研究設備の管理

会計検査対応

研究倫理審査

学術・技術動向
の把握、分析

安全保障貿易管理

起業支援
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本日は、よろしくお願いします。


